
 

 
 

第２次津山市子ども読書活動推進計画 

～つやまっ子読書プラン～ 
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（４）子どもの読書活動の推進に関する理解・関心の啓発 

【 成 果 】 

・「広報つやま」に毎月図書館カレンダーを掲載し、図書館で行われる行事の啓発に努めている。 

・生涯学習情報紙「まなびぃ」（年1回発行）に図書館行事を掲載している。 

・こどもの読書週間（４月23日～５月12日）、子ども読書の日（４月23日）について、市立図書館を中心

に行事を行い、子どもの読書活動の啓発を行っている。 

 

 

・市立図書館、学校などそれぞれの場で読書活動の推進をしているが、子どもが多くの時間を過ごす家庭で

の教育力の低下が懸念されている現在、読書活動の意義・重要性を地域全体に働きかけていくことが必要

である（アンケートP2/小5問12より）。 

 

課 題 

 

子ども読書の日 

 

「子どもの読書活動の推進に関する法律（平成 13 年 12

月）」第10条に定められており、子どもの読書活動につい

ての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活

動を行う意欲を高めるために設けられています。 

毎年4月23 日が子ども読書の日にあたり、国や地方公共

団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業の実施に努

めなければなりません。 

 

こどもの読書週間 

 

こどもの読書週間は、昭和 34(1959)年に始ま

りました。もともとは５月１日～１４日（こども

の日を含む２週間）でしたが、２０００年の「子

ども読書年」を機に、現在の４月２３日～５月１

２日の約３週間に期間を延長されました。     

 


